
日本学生支援機構貸与奨学金 

2022 年度「継続願」提出（入力）について 

 

採用されたら卒業までずっと貸与が受けられるわけではありません。毎年１回、引き続き、奨学

金を継続したいのかどうかを確認するために奨学金継続願の提出（入力）が必要となります。 

提出(入力)期間 
２０２２年１２月１５日（木）～２０２３年１月３１日（火） 

（12 月 29 日～1 月 3 日は除く） 

提出(入力)時間 ８：００～２５：００ 

提出(入力)方法 

スカラネット・パーソナル 

＜未登録の方は新規登録からして下さい＞ 

★ＵＲＬ：https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/ 

※学生支援課に提出する書類はありません。 
 

 

1．「奨学金継続願」提出（入力）フロー 

➀ スカラネット・パーソナルで「貸与額通知」の内容を確認する 

  

② 
準備するもの：収入に関する証明書  

※2023年 4月以降の奨学金の継続を希望しない方は不要 

 
 

③ 

「貸与奨学金継続願」準備用紙に下書きをする。 

※入力中、一つの画面で３０分以上経過した場合はタイムアウトとなり最初から 
入力することになります。あらかじめ下書きしておくことでスムーズに入力  

できます。 

  

④ 

 

スカラネット・パーソナルから「継続願」を提出（入力）する。 

 

「奨学金継続願提出」

タブをクリックする。 

学部生 

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/


2．継続願の注意事項 

◆継続願を提出（入力）しない場合 

「奨学金継続願」を提出（入力）しないまま提出（入力）期限を過ぎた場合は、「廃止」となり、奨

学生としての資格を失い、翌年度 4 月以降は奨学金が振り込まれません。 

 

◆継続願を提出（入力）すれば、次年度奨学金は継続されるとは限らない 

4 月以降の貸与を希望する場合、「奨学金継続願」の提出（入力）は必要ですが、学校にて学業成績

等を総合的に審査し、奨学金継続の可否等を判断します。 

これを適格認定といいます。【別紙参照「★2022 年度：適格認定説明書(貸与・給付)」】  

したがって、「奨学金継続願」を提出（入力）しても継続貸与されるとは限りません。 

 

◆第一種奨学金と第二種奨学金を併用している場合 

併用貸与者はそれぞれの奨学生番号で提出（入力）が必要です。 

 

◆給付奨学金（新制度）を併せて受給している方で貸与月額が０円となっている場合 

０円となっていても「奨学金継続願」の提出（入力）は必要です。 

 

◆翌年度 4 月以降の貸与奨学金の継続を希望しない場合 

「奨学金継続願」の提出（入力）の際に、「奨学金の継続を希望しません」を選択してください。 

（「貸与奨学金継続願準備用紙」P3-D 奨学金振込みの継続の確認参照）。 

また、以下の変更を希望する場合は、各種申請書を配付しますので学生支援課窓口までお申し出く

ださい。 

・所得連動返還方式から定額返還方式へ変更（第一種奨学金・2017 年度以降採用者のみ） 

・利率の算定方法の変更（第二種奨学金） 

申出期限：2023 年 2 月 3 日（金） 

 

◆1 月から 3 月分まで奨学金を受け取り 4 月から休学する場合 

「奨学金継続願」を提出（入力）し、学生支援課で「異動願」を配付しますのでお申し出ください。 

 

◆1 月から 2 月分まで奨学金を受け取り、その翌月から奨学金を辞退したい場合 

「奨学金継続願」の提出（入力）の必要はありません。 

学生支援課で「異動願」を配付しますのでお申し出ください。 

 

3．「貸与奨学金継続願」準備用紙の注意事項 

◆経済状況「H-2、3（P3）」の欄には、［源泉徴収票］や［所得税の確定申告書］の記載されてい

る金額を記入してください。記入例は赤枠内を確認してください。 

 

 

 

 

 

 



◆あなたの収入「H-５（P4）」、あなたの支出「自宅通学者 H-６①（P4）・自宅外通学者 H-６② 

（P5）」については下記表 1.2 を参考にしてください。 

表 1 

 

 

 

 

 

表 2 

 

 

 

 

 

 

【収入について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 年生以上の方 2021 年 12 月から 2022 年 11 月までの収入・支出（1 年間） 

1 年 生 の 方 2022 年 4 月から 2022 年 11 月までの収入・支出（8 ヶ月間） 

父・母等が学校へ直接支払った授業料、施設費等の学校納付金・

自宅外通学者の家賃を含む。 

※2022年入学者は、入学前に支払った授業料や入学金も含む。 

自動表示の項目ですが、自動表示に含まれない奨学金もありま

すので、それらは「5）その他」に含めてください。 

自動表示に含まれない奨学金は準備用紙（この箇所）の注意事項

を確認してください。 

 



【支出について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆記述式 H-8 、I-1（P5）・J-1、2（P6）について 

必ず全角で 8 割以上入力してください。 

※継続願準備用紙の記述式の欄、一番下の行（色のついている部分）までは最低限記入する必要が

あります。 

 

含めるものについては、継続願準備用紙【自宅通学者 H-６①（P4）・自宅外通学者

H-６②（P5）】の以下注意事項を確認してください。 

2022年入学者が入学前に支払った入学金は、その他に入力してください。 

授業料が減免されている方は、減免後の金額を記入します。 

注）収入合計－支出合計が 36 万円を超えると貸与月額についての面談となります。 

借りすぎ防止のための面談であり奨学金を借りることができなくなる、また貸与月額を

減額しなければいけないわけではありませんので、虚偽の申請はしないでください。 

面談実施：2023 年 6 月予定 

 

家賃は、継続願準備用紙 H-4（P4）で「い

いえ」を選択した方のみ表示されています。 


